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新湾岸道路の整備促進に関する要望書 

 

東京都と千葉県を結ぶ湾岸地域では、都心方面と千葉県を行き交う       

人・モノの流れが集中し、広範囲にわたり慢性的な交通渋滞が発生している。 

 特に、本県の湾岸地域は、国際拠点の千葉港をはじめ、首都圏の経済活動を

支える重要な拠点を有しており、今後も港湾機能の強化や物流施設の立地等 

の開発計画に伴う交通需要の増大が見込まれている。 

また、元日には能登半島地震が発生し、首都直下地震など今後起こる    

可能性がある災害に備えるためにも、緊急物資の輸送や復旧活動等を支える 

災害に強い広域的な幹線道路ネットワークを構築することが不可欠である。 

 こうした状況を踏まえ、広範囲にわたる慢性的な交通混雑を解消し、本県の

ポテンシャルを十分に発揮させ、湾岸地域の更なる活性化や防災力の強化を 

図るほか、我が国の国際競争力の強化や、首都圏の生産性向上のため、    

国道３５７号の渋滞対策や（仮称）検見川・真砂スマートインターチェンジ  

事業を進めるとともに、新湾岸道路の計画の早期具体化が必要である。 

こうした認識のもと、新湾岸道路の計画が早期具体化されるよう、     

次のとおり要望する。 

 

 

 



一 外環高谷ジャンクション周辺から蘇我インターチェンジ周辺ならびに市原

インターチェンジ周辺までの湾岸部において、多車線の自動車専用道路  

として、早期に計画の具体化を図ること。 

一 計画の具体化を図るにあたり、県・沿線市は、地域の理解が深まるよう  

最大限協力していくので、検討を行う体制案などの議論を進めるとともに、

早期に概略ルートや構造の検討に着手すること。 

一 湾岸部の都県間についても検討を行い、計画を具体化すること。 

一 ルートや構造の検討にあたっては、千葉県三番瀬再生計画との整合性を 

図るとともに、地域の生活環境に配慮した計画とすること。 

一 国道３５７号の渋滞対策の推進及び（仮称）検見川・真砂スマート    

インターチェンジ事業の促進を図ること。 

一 防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策に必要な予算・財源を 

確保し、計画的に事業を推進するとともに、対策期間完了後も、国土     

強靭化に必要な予算・財源を通常予算とは別枠で確保して、継続的に    

取り組むとともに、地方整備局等の体制の充実・強化に取り組むこと。 

一 道路整備・管理が長期安定的に進められるよう、新たな財源を創設すると    

ともに、道路関係予算全体を増額し、必要な予算を確保すること。 
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